




 

 

事業基本計画書に係る意見書 

令和 7 年 3 月 31 日 

受付番号：第     号 発電設備の所在地 

長野県佐久市香坂字城口 1558-1 事業者名：株式会社グッドライフ 

代表取締役 小泉 翔建 

意見及び指示事項 協議結果 

１ 佐久市景観条例に基づき、土地の形質の

変更(1,000㎡以上)がある場合、届出が必

要となります。事業施工場所は、佐久市景

観計画に基づく田園地域に指定されていま

すので、景観育成基準を遵守した計画とし

てください。（届出対象行為等の詳細につ

いては、佐久市ホームページをご覧くださ

い。） 

（建築基準法） 

 

２ 対象地は周知の埋蔵文化財包蔵地(NO.14

7東祢ぶた遺跡)に該当します。 

包蔵地内で掘削を伴う工事が行われる場

合には、文化財保護法93条に基づく届出（

工事着工60日前までに提出）と文化財保護

協議が必要です。 

（文化振興課） 

 

３ 開発予定地は土石流による土砂災害警戒

区域にあることから、災害発生時に当該土

地への土砂流入により、構造物が被害を受

け、流出する被害が発生する恐れがありま

す。 

開発にあたっては、災害想定及び災害発

生前後の対応策を踏まえ、地域住民に説明

するとともに、文書等をもって対策を確実

に周知して下さい。 

（危機管理課） 

 

４ 対象地に隣接する農地などに、設備の建

設中や、完成後も影響がないようにしてく

ださい。また、設備の設置で農地や構造物

等に不具合等が生じた場合は、行為者の責

任で対応してください。（耕地林務課） 

１ 承知しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 承知しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 承知しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 承知しました。 

 

 

 

 

 



 

 

５ 隣接地との境界を境界杭などで明確にし

てください。また、フェンスなどは隣接地

の境界を侵さないように設置してください

。（耕地林務課） 

 

 

５ 承知しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見及び指示事項について、協議結果は上記のとおりです。 

令和７年４月８日 

 

 佐久市 環境部 環境政策課  

 

 

 



 

 

事業基本計画書に係る意見書 

 

令和７年３月３１日 

提出課   土木課   

 

受付番号：第     号 発電設備の所在地 

長野県佐久市香坂字城口 1558-1 事業者名：株式会社グッドライフ 

代表取締役 小泉 翔建 

意見及び指示事項 協議結果 

 

１ 官民境界を明確にし、境界杭等で明示し

てください。 

 

２ 既設道水路に影響が生じる場合は、打ち

合わせを行い、必要があれば道路自営工

事、占用等の許可を得てください。また、

各関係機関との協議を十分行ってくださ

い。 

 

３ 事業区域内の雨水は周辺の市道および水

路に流出しないようにしてください。 

 

４ 工事車輌の経路上における公共物等の汚

破損については、速やかに道路管理者に

連絡した上で管理者の指示に従い、申請

者の責任で復旧してください。 

 

５ 敷地内の土砂・砕石等が道路に流出した

場合は、申請者で清掃等を行ってくださ

い。 

 

６ 排水計画図等、敷地内の水の流れが分か

る資料を土木課に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 承知しました。 

 

 

２ 承知しました。 

 

 

 

 

 

３ 承知しました。 

 

 

４ 承知しました。 

 

 

 

 

５ 承知しました。 

 

 

 

 

６ 承知しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 


